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Civilixationにおける｢文明化｣とその問題点

中田佳昭・村田信行

What Civilization Means in Civilization

Yoshiaki Nakata,Nobuyuki Murata

1. は じ め に

現在本稿の著者中田･村田の両名において､ThomasWildcatAlfordの Cl'vJlJJlzatlon-and

theStol-yoftheAbsenteeShawnees(TheOklahomaUniversityPress,1936)を翻訳中であ

る｡詳しくは後述するが C1'vill'zatl'on 『文明』はその副題からも明らかなように､アメリ

カ ･インディアンの-部族であるアブセンティー ･ショーニーの歴史､さらにはその歴

史をみずからの一部として生きた著者 トーマス ･ワイル ドキャット･アルフォー ドの若

き日の回想を中心とした自伝である｡

この C1'vl'11'zatllonの翻訳は清泉女学院短期大学教育文化研究所の平成10年度､11年度の

共同研究費によっている｡これにより平成11年3月にはその前半第 1章～13章を訳出､

研究報告として 『文明-Ⅰ』を発表した｡平成11年 8月には､本研究の対象であるアブ

センティー ･ショーニーが長い紡律のすえ落ち着 くこととなったアメリカ､オクラホマ

州ショーニー市とその周辺を訪れ､C1'vl'11'zatl'onの歴史の舞台を現地調査 した｡その詳細

についても後述するが､当地において Cl'vl'11'zatl'onの著者 トーマス ･ワイルドキャット･

アルフォー ドの孫にあたるポール ･アルフォー ド氏の助力 を得て､今なおそこに

AbsenteeShawneeNationなる国家共同体を形成しそれを拠 り所として生活する､ジェイ

ムズ ･リー ･エ ドワーズ知事をはじめとするショーニーの人々と会い､諸施設を見学､

直接に彼らの話を聞くこともできた｡帰国後その成果をもって訳出の作業を継続､平成



122 清泉女学院短期大学研究紀要(第 19号)

12年 3月 C1'vl'112atl'onの後半第14章-32章を 『文明III』 として刊行､最終的にはⅠ･II

を合本 として正式に 『文明』(仮題)を出版の予定である｡

こうして Cl'vl'11'zat1-onの翻訳は一通 り終了 し､後にはもう一度原文と草稿 とを丁寧に照

合 し訳文を精査する作業が残される段階にある｡我々の C1'vl'11lzatllonの翻訳 を通 してのア

メリカ ･インディアンの研究は､今その緒についたばか りではあるが､現段階までの過

程においても多 くのことが明らかになった｡ここで現在 までの調査 ･研究の成果の一端

として､アメリカ ･インディアン史におけるショーニーの歴史､cl'vl'11'zatl'onにみるその

｢文明化｣の過程､｢文明化｣に関係 したアメリカ連邦政府の組織や制度､今回の現地

調査に基づ くショーニーの現在 とその生活､そ して ｢文明化｣の意味 とその問題点等を

明らかにしておきたい｡

2.アブセ ンテ ィー ･シ ョーニ ー とその歴 史

まず本章ではアブセンティー ･ショーニーとその歴史について明らかにしておきたい｡

アメリカ･インディアンの一部族ショーニーは､大小500にも及ぶとされるインディアン

の部族の中でも少数派に属 し､そのことから不明な点 も多 く､その存在 と歴史とはあま

り知 られていない｡今い くつかの資料によりその歴史を総合すると､それはおよそ次の

ようになる｡

彼 らはアルゴンキン系語族に属する北米ネイティブ ･インディアンで､その当初の居

住地域は北アメリカ北東部､現在のオハイオ州を中心 とした地域であったと言われてい

る｡当時彼らは他の東部の森林インディアンとともに森に住むこともあったが､本来は

獲物を追って移動､生活するインディアンであった｡部族全体は大 きくは2つ､細か く

は5つの派 -サウェギーラ､ぺ クーウェ､キスプ-ゴ と チャラカーサ､メイク-ジェ

に別れ､大きな2つの派はそれぞれにその先頭のグループを代表として互いの勢力を競

い合う関係にあった｡後に前者はアブセンティー･ショーニー､後者はチェロキー･ショー

ニーとなって今 日に至っている｡

17世紀中頃大 きな2つのグループは分かれて､テネシー州北部からカロライナ州南西

部､ペンシルバニア州西部からニューヨーク州南部等を移動 し､18世紀半ばに至って再

びオハイオに戻 りそこで合流 した｡当時の人数はおよそ1500人程であったといわれてい
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る｡その後好戟的なショーニーはアメリカ北西部における多 くの白人との戦いに加わり

果敢な抵抗を繰 り返した｡しかしその戦いもむなしく､1795年のグリーンヴイル条約に

より部族の長たちの多 くはオハイオ川以南の土地を合衆国に譲ることに同意 し､イン

ディアンたちはインディアナへの移住を余儀なくされることになった｡

しかし白人の侵略とその文明化政策に頑強に抵抗し後世の伝説的英雄となったテクム

セと､その弟でショーニーの予言者と呼ばれたテンスクワタワ等は､この条約を認めな

かった｡彼らはオハイオ川渓谷から自分たちを追い出そうとする白人に抗戦するため､

インディアナの居留地に予言者の町ティピカヌーを建設し戦うインディアンの砦とした｡

またテクムセはインディアンの大同団結を叫び､その蜂起を求めて各地のインディアン

の説得に奔走した｡しかしその激しい抵抗にもかかわらず､1811年予言者の町ティピカ

ヌーは､これを襲ったハリソン将軍の軍隊に焼き払われ､白人との戦いのためイギリス

軍と結んだテクムセも1813年カナダのオンタリオ､テムズ川の戦いにおいて戦死 した｡

これによりショーニーによる合衆国政府への抵抗は急速にその勢いを失い､終わりを告

げることとなった｡

戦いに負け定住の地を失ったショーニーのその後の運命は過酷なものだった｡特に現

在のアブセンティー･ショーニーとなるサウェギーラを中心としたペクーウェ､キスプ-

ゴのグループはこれ以前も以後も白人との戟いよりも平和的解決を好む傾向が強かった

が､彼らは当時スペイン領だった現在のミズーリ州ケープジラー ド一に25万平方マイル

ほどの土地を得ていったんそこに移住した｡この経緯から現在のアブセンティー･ショー

ニーは当時ミズーリ･ショーニーと呼ばれたこともある｡いったんケープジラー ド一に

土地を確保すると､彼らはさらにこれも当時のスペイン領だった現在のテキサス州へと､

未開の奥深く歩を進めた｡そこで彼らはヒュース トン将軍を助けてテキサス共和国の独

立に協力し､その見返 りとして東部テキサスの土地の所有権を得るのだが､1839年土地

投機家たちによってその土地を奪われ､再びテキサスの外へと追われることとなった｡

後にショーニーと呼ばれることになるこのグループが同じショーニーであるもう一つ

のチャラカーサ､メイク-ジェのグループや他の好戦的インディアンに比して､戟いを

好まない平和論的性格が強かったことから､合衆国政府は常に彼らの利害を考慮するこ

となくこれを無視､そのことが結果として彼らを土地､保留地の問題で不利な状況に置

き続けることになった｡アブセンティー ･ショーニーの呼称は､カンザスの保留地にお
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いて､ショーニーを現在のオクラホマのインディアン保留地に移動させる協定に調印さ

せようとした時､このグループがそこにいなかったことから､｢不在のショーニー｣の

意味で合衆国政府が与えたものである｡

アブセンティー ･ショーニーが白人の合衆国政府による厳 しい文明化政策の中を､少

数部族としての運命に翻弄されながら､様々な曲折を経てようやくオクラホマに定住の

地を得たのは1800年代の半ばであった｡現在はオクラホマの保留地を中心に2900人余が

生活しているといわれている｡

3.｢文明化｣とcl'vl'11'zatl'on

前章では1800年代半ばにいたるアブセンティー ･ショーニーの歴史を概観 した｡本章

では結果として､インディアンより彼らの土地を奪って狭い保留地へと押し込め､それ

に代わってアメリカ全土を覆うようになった白人による ｢文明化｣(-Civilization)の

本質と､その文明化のうねりの中で自らの方向を模索するC1'vl'll-zatl'onの著者 トーマス･

ワイル ドキャット･アルフォードの立場とを見ておきたい｡

トーマス ･ワイルドキャット･アルフォー ドが､オクラホマ州セミノール郡の小さな

町ササクワに近いインディアン保留地に生まれたのは､彼の属するアブセンティー ･

ショーニーが上述したような坊復､流転の後に､ようやくオクラホマの一隅に定住の地

を得た19世紀半ば過ぎ､1860年のことであった｡ティピカヌーの戦い､テムズ川の戟い､

クリーク戦争等に勝利 した合衆国政府は､1830年ジャクソン政権による ｢インディアン

強制移住法｣を成立させて､さらに強力に文明化政策を推し進めつつあった｡Cl'vl'll'zatl'on

はこうした歴史的状況の中､アパッチ､ス一､ナバホ､プエプロその他の大きな部族に

比してあまり人に知られることのない少数部族ショーニーの中に､伝説的英雄テクムセ

直系の子孫として生まれ､インディアンと白人の価値観､未開と近代､野蛮と文明の間

に揺れながら ｢文明化｣の中を成長して行く一人の若者の自伝である｡

一般的理解によれば､インディアンの ｢文明化｣は ｢未開｣と ｢近代｣､｢野蛮｣と

｢文明｣という対立的構図において､白人の進出に対するインディアンの強い抵抗はあっ

たものの､何らかの統一的意志によることのない自然に進行した歴史の必然的プロセス

と考えられている｡しかし実のところ ｢文明化｣は､白人の手になる合衆国政府によっ
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てアメリカの大地をその住みかとするインディアンに対して計画的 ･組織的かつ継続的

に仕掛けられた､彼らの土地の収奪と農民化による白人文明への同化政策であった｡元

来､広大なアメリカの大地はすべてインディアンのものであった｡否､彼らにはもとも

と所有という概念がなかったから､そこは彼らが自らの神である ｢偉大なる精霊｣(The

GreatSpirit)に感謝しつつ､自然から生きるに必要なものだけを受け取って､それと共

存する大地であった｡そこに白人の文明がやってきた｡その時のインディアンの驚情を､

高校の教科書として一部で使用されている英語のリーダーに引用されているテクムセの

言葉によって代弁させると､次のようになる｡

TheincorrectideaaboutNativeAmericanssprangfromtheEuropeanconceptof

"owing"theland.NativeAmericansdidnotfeelthatthelandbelongedtothem,butthat

theybelongedtothelandinstead.‥ThegreatShawneechief,Tecumseh,wassurprised

atthedemandsofthewhites:"Sellthecountry?.‥"ThenativepeopleofAmerica

believedthattheAboveOneshadputthemontheearthtoenjoytheuseofitsresources

andnotforthepurposeofsellingsomethingtheywerethemselvespartofit. (PolestaI･

皿､数研出版 )

こうした白人の進攻に対してテクムセの兄チクシカは次のようにも言っている｡引用

は白人の攻勢になす術もないインディアンの苦境を伝えている｡

WhenawhitemankillsanIndianinafairfightitiscalledhonorable,butwhenan

l

Indiansandwinsitiscalledagreatvictory,butiftheyloseitiscalledamassacreand

biggerarmiesareraised‥‥WhenanIndianiskilled,itisagreatlosswhichleavesagap

inourpeopleandsorrowinourheart;whenawhiteiskilled,threeorfourotherssetup

totakehisplaceandthereisnoendtoit.Thewhitemanseekstoconquernature,to

bendittohiswillanduseitwastefullyuntilitisallgone.Thewhiteraceisamonster

whoisalwayshungryandwhatheeatsisland.

(AllanW.Eckert,ASorrowl'nOuz･Heart,BantamBooks,1992)
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白人のインディアン文明化政策は武力､法律､組織､商業､宗教､教育等あらゆる手

段を通じて強力に推 し進められた｡1868年オクラホマ州西部ワシタの戟いにおいて､カ

スター将軍が率いる第七騎兵連隊が ｢赤い悪魔｣(reddevils)､インディアンを残滅する

と､アメリカ政府は1889年4月22日正午をもって､すでに多量の白人の流入をみていた

オクラホマをあらためて開放 (?)することにした｡オクラホマは別名を "TheS00ner

State"(早いもの勝ち州 )と言われる｡ちなみにオクラホマの語源はインディアンの言

葉で､｢オクラ-赤い｣､｢ホマ-人々｣である｡開放宣言により､赤い人々の土地に早

い者勝ちに殺到 した白人が満ち､それは実質的に白い人々の土地となった｡文明化政策

の勝利である｡

こうした文明化､西洋文明の波に一人のインディアンが､たとえばC1'vl'11'zatllonの著者

トーマス ･ワイルドキャット･アルフォードがいかに抵抗 し得ただろうか｡白人の文明

化政策に対するインディアンの対応は､各部族､また個々人において様々ではあったが､

それは (1)文明化を容認し､同化路線を歩む (2)文明化を拒み､抵抗を続ける (3)ど

ちらとも決めかね混乱のうちに生活する､といった3つに大別される｡インディアン対

白人という基本的対立の構図において､文明化は白人にとって強力に推進すべきもの､

インディアンにとっては頑強に抵抗 し続けるべきものであった｡こうした選択肢の中か

らいずれを選ぶかはトーマス ･ワイルドキャット･アルフォードにとって実につらい苦

渋の選択であった｡

自伝 としての C1'vl'11lzatllonは 白人の文明化政策を積極的に受入れた第一の選択肢に属

するものとして分類されている｡著者は､白人たちの狂滑な学問に賢く対処し､敵のこ

ん棒で敵を倒すために (tousetheclubofwhiteman'swisdomagainsthim)､ショーニーか

ら選ばれたエリー トとして東部のハンプトン学院に送られ､そこで白人の文明について

学ぶことになる｡しかし結果はショーニーの長老たちが期待したようにはならなかった｡

そこで著者は長 く深い苦悩の末にショーニーの指導者､酋長としての未来を捨てて､キ

リス ト教に改宗する｡卒業後彼は故郷オクラホマに戻り､クエーカー教 (フレンド派)

のミッション･スクールの教師としてインディアンの子女の教育に携わり､その後は合

衆国インディアン局に職を得て､インディアン-の土地の割 り当て等の仕事に従事 し､

その生涯を終えた｡ショーニーの側から見ればハンプトン学院での教育を契機としての

彼の文明化路線への転換は､インディアン的伝統や価値への許し難い裏切 りであったが､
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他方今日に至る強大な文明化の進展とその流れから見れば､彼の決断とその後の仕事は､

結果としてショーニーを始めとする他のインディアンの苦境をも救うこととなった｡文

明化路線に沿ってではあるが､著者はインディアンの子女の教育のために心血を注ぎ､

また土地問題を中心としたインディアンと白人との間の種々の課題を仲介して､被抑圧

的立場にあったインディアンの利益を代弁し､そのために自らの一生を捧げたのである｡

したがって C1'vl'11'zat1-onは､著者が頑なにインディアン的価値にこだわり､頑強に文明

化-の抵抗を主張したものでもなければ､また無条件に文明化路線に依 り､それを賞賛

した類の書物でもない｡文明化を容認しその方向に向かって歩みながらも､本書はアメ

リカ ･インディアン-の､特に自らが属するショーニー-の深い愛に満ちている｡恐ら

く､C1'vll11lzatl'on-andtheStoI･yOftheAbsenteeShawneesと一見無味乾燥にうたれた書名

が著者の立場の中立性とその深い思いとを伝えている｡その意味で Cl'vl'1Izatl'onの価値は

歴史に属していると言える｡

4.『文明』をめぐる重要用語の歴史的解説

前章で述べたように､白人のインディアン文明化政策は武力､法律､組織､商業､宗

教､教育等あらゆる手段を通 じて強力に推 し進められた｡本章ではその中でも特に

cl'vl'11'zatllonにおいて見られる､｢文明化｣の推進力となった主要な法律､制度､組織 ･

機構等についてレポートする｡

(1)インディアン各部族と連邦政府および各州との法的関係

白人の到来以前には数千年に渡って､南北両アメリカ大陸で500万とも言われるイン

ディアンが､数百もの独立した部族としてそれぞれ狩猟や農耕など様々な形態で生活を

営み､互いに言語を理解しない状態ながら事実上アメリカ大陸を領有していたと言われ

ている｡現在のアメリカ合衆国にも100万ほどのインディアンが住んでいた｡そこにはも

ちろん白人たちの持つ ｢私有｣の概念も契約書という文字による証拠もなく､彼らは長

い歴史の結果としてアメリカ大陸を共有し､その大地で暮らしていたのである｡

17世紀の白人流入以来､白人とインディアンの争いや戦いが繰 り返され､いわゆる

｢文明化｣､すなわち強制的同化が強力かつ継続的に進められてきた｡それは白人とイ



128 清泉女学院短期大学研究紀要(第19号)

ンデイアンの間に交わされた数々の協定とその一方的不履行や無視の歴史であった｡18

世紀は英仏との領土争いのために､アメリカ植民地政府はインディアン各部族ともある

程度協調路線を取らざるを得なかったが､独立戦争そして1812年の米英戦争の終了後ま

すます西部開拓に拍車をかける白人アメリカ政府は､特に19世紀前半 ｢明白な天命｣

(ManifestDestiny)というスローガンのもとインディアンたちに攻勢をかけ､強制移住

を推 し進めた｡一旦オクラホマなど西部地域に移住 したインディアンたちを､白人開拓

者たちは19世紀後半になるとさらに多くの土地を求めて邪魔者扱いするようになる｡南

北戦争で南部側についた部族は､敗北のため移住を余儀なくされ､東部地域にはインディ

アンはほとんどいなくなった｡これらのインディアンが最終的に押 し込められたのは､

インディアン保留地 (Indianreservation)と呼ばれる多くは不毛で不便な､白人にとっ

ては無価値な辺境の土地であった｡

白人はインディアンを追いやるに際して建前上法律や大義名分を用意してはいたが､

それらが守られたためしはきわめて少なかった｡1832年連邦最高裁の判決では､人道的

人物として名高いジョン･マーシャル首席判事が､インディアン各部族を ｢米国内の従

属国家｣､すなわち各州と同等かそれ以上の立場を有する存在として認め､その土地所

有権を正当なものとしたが､この精神は20世紀初頭のいくつかの判決でも踏襲された｡

各部族は連邦政府と ｢信託関係｣にあり､土地は国のものでありインディアンはそれを

借用していることになるが､国はインディアンを守る義務があり何人もその関係を妨げ

ることはできないとする｡現在も法律上はこのように､各州の権限を越えて両者は関係

付けられている｡

(2)インディアン局 (theBureauoflndianAffairs=BIA)

17世紀初頭東海岸から始まった白人の開拓の実態は､インディアンとの接触ならびに

戟い､そして徹底的掃討の繰 り返しであった｡自人たちが開拓を円滑に進めるにはイン

ディアン対策が不可欠で､各時代とも白人の開拓者たちの要請にしたがって多 くの対策

と法的措置が取られた｡

インディアン局は､こうした対策の連邦政府の公的窓口であった｡まずは1824年､陸

軍省の中に初めてインディアンの福祉と権利を守るという名目で前身的組織が創設され

たが､このことはインディアン問題が軍事的問題であったことを示している｡インディ
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アンとの交易を調整 し､その福祉教育を図り､各部族を西部地域に移住させ､その結果

できた各保留地の管理をすることを目的とし､開拓者の不法行為をある程度抑制する役

目も負っていた｡1832年には正式にその局長も任命された｡連邦政府が次第に整備され､

1849年内務省が設置されたとき､インディアン局もそちらに移され､以後1980年まで様々

な曲折を経ながら､インディアンにかかわる事柄について最大の権限と責任を持つ政府

機関であった｡

想像に難 くないが､インディアン局は ｢インディアンにとってよいと白人が勝手に判

断したこと｣を実行に移したと考えればわかりやすい｡人道主義的な白人もいないわけ

ではなかったが､組織も職員人事も含めて常に白人の立場から行政は動かされた｡

多 くの部族がミシシッピ川以西に強制移住させられ､インディアン保留地に押 し込め

られた1850年代以降には､60ほどあった保留地にそれぞれインディアン局出張所 (Indian

agency)が設けられ､出張所担当官 (Indianagent)を中心に各部族を管理 し面倒を見た｡

1878年には正式にインディアン警察 (Indianpolice)､そして1883年にはインディアン犯

罪裁判所 (courtoflndianoffences)が各出張所に併設され､インディアン対策上不可欠

の機関として存続した｡

今日に至るまで連邦政府のインディアン政策は実に様々な粁余曲折を経ているが､イ

ンディアン局の歴史上もっとも重要な出来事と言えるのは､1887年の ド-ズー般土地割

当法と1934年のインディアン再組織法であろう｡

(3)ドーズー般土地割当法 (Daw卓sGenera一AllotmentAct)

アンドリュー ･ジャクソン大統領が推 し進めた1830年のインディアン強制移住法

(IndianRemovalAct)に始まった各部族の西部地域への強制的移住の苛酷さと､次から

次に起こる白人とインディアンの争いとその凄惨な虐殺ぶりが世間に次第に浸透すると

ともに､1880年代心ある白人たちの間にはインディアンに対する同情が広がった｡ヘレ

ン ･ハント･ジャクソンの 『恥ずべき一世紀』(1881年)､『ラモーナ』(1884年)は白人

の非道ぶりを余すことなく世に伝え､黒人奴隷の悲惨な状況を告発したス トウ夫人の『ア

ンクル ･トムの小屋』(1852年)に並び賞せられている｡

上院議員ヘンリー ･ド-ズは人道主義的と言われた人物だが､彼がこの法律を成立さ

せた考え方は､インディアンは土地共有制のために白人のような進歩ができないでいる
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のであって､私有制を取 り入れ自由競争を学び､土地に根ざした農業中心の生活を送っ

たほうがよいというものであった｡それにしたがって保留地に定住するものには市民権

と土地を与えると定めた｡この法律の背景には､彼を中心とする人々の人道主義的側面

が幾分か含まれていたことは疑えないが､その裏にインディアンを文明化､白人化させ､

狩猟から農業に生活の基盤を切替させてより小さな土地に住まわせれば､それによって

多くの土地を白人の開拓者に開放できるという利己的計算があったことも自明であった｡

ド-ズ法の施行とその結果は悲惨であった｡共有制の否定はインディアン文化の崩壊

につながり､やせて乾燥 したさほど広 くもない土地で農業を効率的に行なう技術を持た

ない多くのインディアンは､やがて自分の土地を安値で白人に売る以外に選択の余地は

なかった｡25年間転売禁止の条項があったものの､開拓者をはじめ投機業者､牧場主､

鉄道会社などに次第に土地は買い取られていった｡施行後50年のうちに､1億3800万エー

カーあったインディアンの土地の3分の2に当たる8600万エーカーが白人のものになって

いたと言われている｡

19世紀の虐殺と強制移住などのために､アメリカ独立の当時60万人いたインディアン

も1900年には23万余に激減していた｡アメリカ大陸に数千万とも言われる数が生存し､

インディアンの生活の基盤でもあったバッファローも1885年にはほぼ絶滅 していたと見

られている｡

(4)ハンプ トン学院とインディアン局の教育政策

各保留地を中心に､インディアン部族間の意思疎通の役目も負って､英語ならびに白

人の基本的授業科目がキリス ト教各派のミッション･スクールや公立学校でインディア

ンたちに提供されたが､最初の数校が設置されたのは南北戦争の後であった｡出張所が

管理 していたものの､当初はあまり進展はなかった｡混血の子ども以外の出席状況もよ

くなかった｡1870年初めて連邦議会でインディアンのための教育予算が承認され､19世

紀のうちには148の全寮制 (寄宿)学校と225の通学学校が運営された｡学校当局は意欲

に燃えていたが､教育の成果は思うようにはあがらなかった｡学校で学んだインディア

ンの子どもたちはその成果を実生活の中では適用しようがなく､他の子どもたちに優越

感を持つ一方､部族内ではよそ者扱いされることが多かった｡

全寮制の中で一番有名だったのがペンシルバニアのカーライル学校であった｡連邦政
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府の資金で成り立つこの学校は､同化政策に熱心だったリチャー ド･プラット陸軍大尉

が設立した｡ハンプ トン学院 (バージニア州ハンプ トン､硯HamptonUniversity)は､

1868年の設立当初の名をハ ンプ トン師範農業学院 (HamptonNormalandAgricultural

Institute)と言い､解放された黒人奴隷の職業教育を目的としてサミュエル･チャップマ

ン ･アームス トロング陸軍准将によって設立された｡どこよりも先駆けてインディアン

教育にも取 り組んだことで知られている｡その実態は 『文明-Ⅱ』第14章に詳しい｡

学校運営は次第に改善され､教員採用にも資格制が取 り入れられ､教科書や教育方法

も統一されて格差がなくなった｡1890年代には通学学校が一段 と普及した｡子どもは親

元を離れずに学べるし､費用がかからない点で親たちにも歓迎された｡やがて政教分離

の原則からミッション･スクールへの補助金が打ち切られ､全寮制および通学学校は連

邦制度下に入った｡いずれにしても､いつも学生募集が問題であった｡白人中心に経営

される学校に対するインディアンの親たちの抵抗は強く､序列の低い家の子どもが食料

配給停止という脅しで入学を余儀なくされることも稀ではなかった｡全寮制学校での生

徒の死亡率も高かったので､この世の別れとして悲 しみの中わが子を送 り出す親 も多

かったと言われている｡

5.『文明』の舞台 シ ョーニー市周辺視察 とシ ョーニーの現在

前述のように Cl'vill'zalIonの著者 トーマス ･ワイルドキャット.アルフォードは1860年､

オクラホマ州セミノール郡のインディアン保留地に生まれた｡彼は1879年までのほぼ20

年をここで過ごし､数年間東部のハンプトン学院で学んだ後も再びこの地に戻って､1938

年77才でこの世を去るまで､その生涯の大半をここで送った｡オクラホマの大地は トー

マス ･ワイルドキャット･アルフォー ドがそこに生を受け､育ち､そして眠る故郷であ

り､C1'vl'11lzatl'onの歴史の舞台である｡本章では､その歴史の舞台への現地調査により

｢ショーニーの現在｣を記す｡

(1)1999年8月オクラホマ州訪問

私たちは1999年8月17日､『文明-アブセンティー･ショーニーの歴史』の舞台である

オクラホマの大地に降り立った｡20日までのわずか3日の滞在であったが､すっかり近
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代化し一見アメリカらしい風景の中に､かつてインディアンたちが生活を送り歴史を刻

んできた様子を垣間見ることができた｡著者の直系の孫でありこの伝記の紹介者である

ポール ･アルフォード氏､そして彼のいとこエルロイ ･アルフォード氏のガイドで (徳

らも自分たちのルーツをほとんど初めて確認するというので興奮を隠さなかったが)､ア

ブセンティー ･ショーニーゆかりの場所の数々と多数のショーニーの関係者たちを訪問

することができた｡

まず初日は､著者が生まれ育った草原や森林､その中を悠々と流れる北カナディアン

川､結婚後長らく住み続けた ｢小鳥の巣｣と呼ばれる小さい住居､ ドングリやペカンの

木陰に立ち生涯インディアンの教育のために拠点とした教会兼寄宿学校であるクエー

カーのミッション･スクール､そしてそれに隣接するショーニーの伝説的英雄テクムセ

の名前を冠した広大な墓地に一族とともに眠る著者の墓､など｡私たちは､関係のない

人々にはただの小さな建物にすぎないこれらの場所を目前に､著者の人生そしてショー

ニーの歴史を思い､強烈な感銘を抑えることができなかった｡

翌日は､ショーニー政府を訪れた｡インディアンの多くの部族は自らの共同体をしば

しばnation(国家)と呼び､その行政の中心をgovernment(政府)と呼ぶ｡小さいなが

ら､議会､裁判所､警察､大蔵省､厚生省などを持つ独立国家なのである｡ショーニー

政府の機関が集まった敷地はショーニー市の南郊外に位置し ｢小鳥の巣｣の裏手にあっ

たが､ShawneeComplex(ショーニー合同庁舎)と言われていた｡同じくポールのいと

こに当たる (やはり互いに会うのは初めてだというが)マリアンが知事 (昔で言えば酋

長､族長)の秘書を務めていて､政府全体を案内してくれた｡リーダーの威厳に満ちた

エ ドワーズ知事､にこやかで自信にあふれ自らの部族に対する高い誇 りを感じさせる政

府の人々｡アルフォー ド一族の強力な助けを借りて､ショーニーの現在の姿にも触れる

ことができた｡

(2) 現在のショーニー政府の仕組み

現在部族の登録者数はおよそ2900名で､主にオクラホマ州の2つの地区に居住してい

る｡1つは､歴史上部族内の主流2集団の 1つであるビッグ･ジム派が最終的に定住した

リトル･アックス (LittleAxe)市周辺と､もう1つはショーニー市とその周辺地区であ

る｡
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アブセンティー ･ショーニーは､1936年のオクラホマ .インディアン福祉法のもとに

連邦政府に正式に認められたインディアン部族であり､この法律は1938年に新しく批准

された憲法条項に則ったものであり､1988年には修正を加えられている｡

部族政府は司法と立法 ･行政の2つの部門から成っている｡加えて独立した選挙管理

委員会があり､毎年開かれる部族の選挙を司っている｡

立法 ･行政部門は5名のメンバーから成る｡すなわち､部族の長である知事､そして

副知事､書記､収入役､代議員であり､いずれも部族の国民投票で連出され､立法と行

政の権力を併せ持つ｡司法部門は､部族裁判所と最高裁判所から成 り､ともに裁判官は

行政委員会によって指名される｡

総評議会 (総会)は部族登録されているメンバーだけが出席を許される｡最近は部族

の登録にも4分の1以上ショーニーの血を引いていることが条件となっている｡選挙の

投票や総評議会への参加には18歳以上でなくてはならない｡

(3)現在のインディアンおよびショーニーの人々の生活

今､あらためて少数民族アブセンティー ･ショーニーそしてインディアンたちの歩ん

できた険しい道に､複雑な思いを馳せないわけにはいかない｡インディアンの文明化と

言うよりは白人社会への強制的同化と言うにふさわしい彼らの過酷な歴史は､単に過去

の歴史と言うより､現在世界に散らばる多 くの文明のことを我々に考えさせる｡同じく

アメリカ文明に対峠するインディアンと日本人として､そこに何かしらの共通点はある

のだろうか｡

現在において良くも悪 くもインディアンの文明化は各部族においてかなり進展を見せ

ている｡実際現在のインディアンは､文明化を越えてほとんど白人化 し都市部に住むか､

伝統と文化を守り貧困に苦しみながら保留地にとどまるか､のどちらかに二極化してい

る｡

6.｢文明化｣とその問題点

C1'vl'11'zatl'on の翻訳と､その歴史の舞台となったオクラホマ州ショーニー市とAbsentee

ShawneeNationへの訪問を通して､私たちが最も強く思いを致したのは､かってアメリ
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カの大地を住みかとしていた彼らショー二一 ･インディアンが､白人の進攻による大き

な文明化のうねりの中で､物理的にも精神的にも徐々にその安住の地を失い追いつめら

れていった､その過酷な運命である｡第5章の報告でも記 したように､AbsenteeShawnee

Nationも､周辺に居住するショーニーの人々の生活も､文明化したアメリカ的風景の中

に埋没 して､よほど意識的に見ない限り周辺のそれとは分かちがたい｡司馬遼太郎は

『アメリカ素描』の中で文明と文化とを定義し､文明とは ｢たれもが参加できる普遍的､

合理的､機能的なもの｣をさすのに対 し､文化は ｢普遍的でない､むしろ不合理な､特

定の集団､民族においてのみ通用する､他に及ぼしがたい特殊なもの｣といった趣旨の

ことを言っているが､この定義に従えば普遍的白人の文明が､特殊なインディアンの文

化を飲み込んだ､ということになるのであろうか｡

合衆国政府によるインディアン文明化の過程は､それとパラレルに今日にいたるアメ

リカと日本の関係を想起させる｡これも 『アメリカ素描』によるが､ペリーが ｢捕鯨業

者の圧力に押されて｣ヴァージニア州ノーフォークを出港し喜望峰､インド洋､南シナ

海を経て｢日本の ドアを足蹴にして｣破ったのは1853年のことであった｡同じく司馬は『街

道を行 く-ニューヨーク散歩』の中で､この時 ｢人類文明代表者のような押 し出しでペ

リーが艦隊をひきいて江戸時代の日本にやってきた｣と記しているが､もし我々が､こ

の時､1853年というその年に目をとめれば､アメリカ大陸においてインディアンを追い

つめつつあった力と太平洋を隔てて日本に開国を迫っていた力とは､文明という同じ源

から発したものだということが理解される｡19世紀後半のアメリカにとって太平洋は隔

絶の空間ではなく､その勢力の延長の空間として確定されつつあった｡しかし日本はた

またま遠く離れた極東の一隅にあり､インディアンはアメリカ国内にいた｡勝海舟が蒸

気船威臨丸に乗ってその太平洋を横切 りサンフランシスコ湾に入ったのは1853年からわ

ずか7年後､奇しくも 『文明』の著者 T.W.アルフォードがオクラホマの一隅に生を受

けた1860年のことである｡日米関係はこうして始まり､今日に至っている｡もちろん日

本にとってアメリカは最大の友好国 ･同盟国には違いないが､世界最大の覇権国家アメ

リカの攻勢は変ることなく今日に至っている｡

そもそもアメリカ､そしてアメリカ文明とは何か｡世界のGDPの約25%を占める経済

力｡湾岸戦争､中東和平､コソボ紛争その他の国際問題の方向を導く指導性､そしてそ

の裏付けとなる軍事力｡高くヒューマニズムを掲げ､個人の自由と平等を理念として世
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界にその学術的､文化的成果を発信し続ける若 く活力ある多民族国家 .‥ ｡だがそうし

た国家､文明としての力を認めながらも､一方では自らの正義をグローバル･スタンダー

ドとして他を圧 し､支配しようとするアメリカの政策や態度に警戒感を示 し反発する国

や人々も少なくない｡

この文化と文明､その接触と対立の問題についてハンテントン (S.P.Huntington)の

『文明の衝突』(TheClashofCl'vl'JJpZat1-0nandtheRemakl'ngofWoz･JdOTdeI･)は興味深い｡

その中でハンチントンは､冷戟後の世界は国家やイデイオロギーによってではなく､｢文

明のパラダイム｣によって形成されることになるだろう､として次のように述べている｡

TheyearsaftertheColdWarwitnessedthebeginningofdramaticchangesinpeoples'

identitiesandthesymbolsofthoseidentities.Globalpoliticsbegantobereconfiguredalong

culturallines.

Cultureandculturalidentities,whichatthebroadestlevel,arecivilizationidentities,are

shapingthepatternofcohesion,disintegration,andconflictinthepos卜ColdWarworld.

ハンテントンは冷戦後の世界を再編成する主要な文明として中華文明､日本文明､ヒ

ンドゥー文明､イスラム文明､西洋文明､ロシア正教文明､ラテンアメリカ文明､そし

てアフリカ文明の8つをあげている｡他の7つの文明の規模に比して日本文明の立場は

いかにも心もとないが､それを他のアジア文明から峻別しているのは日本文明の特異性

と､恐らくは現在の国際社会において軽視 し得ない日本の国力､特にその経済力による

ものであろう｡ハンテントン自身は日本文明を紀元 5世紀頃より中国文明とは別個の発

展を遂げ､近世に至っては西洋文明にならい近代化しながらも､なおそれとは異なる独

自性を維持し続けている得意な文明として位置づけ､さらに日本がユニークなのは世界

のすべての主要な文明には二カ国ないしはそれ以上の国が含まれているが､日本は唯一

国と文明とが一致して､他のいかなる国とも文化的に密接なつながりを持たない孤立し

た国である点だ､と指摘 している｡ハンテントンの言葉は日本文明の特異性に潜むその

孤立性を警告している｡さらに彼の警告は西洋文明にも及ぶ｡過去において ｢西欧諸国

は他の文明にまで領土を拡張し､よその土地を植民地化 し､すべての異文明に決定的影
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響を及ぼしてきたが｣､今後 ｢非西欧世界は独自の文化的価値観を主張 し､西欧から押

し付けられた価値観を拒絶するようになるだろう｣と｡そしてハンチントンはこの書物

を､こうした ｢文明の衝突｣によって世界戟争が誘発される可能性があるが､それを回

避する唯一の道は､中核 となる国の指導者が ｢普遍主義-グローバル ･スタンダー ド｣

の押 し付けを放棄 して文化的多様性を受入れ､その上であらゆる文化に見出される人間

の ｢普遍的性質｣(universaldispositions)を求め､それを尺度として21世紀の国際社会を

デザインすることだ､といった趣旨で結んでいる｡

Avoidanceofaglobalwarofcivilizationsdependsonworldleadersacceptingand

cooperatingtomaintainthemulticivilizationalcharacterofpolicies.

ハンチントンはインディアン文明はすでにアメリカ文明に含まれるものと考えたので

あろうか､具体的にはこれに言及していない｡しかしすでにアメリカにおける ｢文明化｣

の本質と実態に見たように､事実ここにも激 しい ｢文明の衝突｣はあったのである｡イ

ンディアンたちは今ハンテントンの ｢文化的多様性への理解｣への呼びかけをどのよう

に聞くのだろうか｡すでに遅いと言うのだろうか｡しかし私たちは今後の日米関係にも､

21世紀の国際関係のあり方にも､お互いの文明の共存のために､確かな歴史の教訓とし

て､インディアンの声を聞かなければならないように思われる｡C1'vl'11'zatl'onが提起する

問題は決して過去のものではない｡
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